
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

平成２８年　７月２９日に不適合管理会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

該当なし

3   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 備考

1 1号機
制御棒駆動水圧系ポンプ入口フィルター差圧指示計において、指示値のダウンスケール（指
示値の目盛板下限値未満）が認められたため、当該差圧指示計を点検・修理。

ＧⅢ

2 2号機
換気空調系残留熱除去系ポンプ（Ａ）室空調機電動機の反負荷側軸受と本体嵌合部の内径
において、管理値外れが認められたため、当該機器を点検・修理。

ＧⅢ

3 3号機
換気空調系サービス建屋空調機結露水排水配管において、配管の詰りが認められたため、
当該配管を清掃。

ＧⅢ

区分　Ⅰ：

区分　Ⅱ：

平成２８年度　不適合管理会議報告情報（平成２８年　７月２９日（金）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

区分　Ⅲ：

そ の 他：


